
本来の請求・支払の流れ

①

10割サービス利用費 事業所

9割サービス利用費 市町村

②

法定代理受領の流れ

審査 請求

支払 支払

経由

※利用者は、サービス利用費の１割を事業者へ支払う。

事業者

②その後、市町村からサービス利用費の9割を支払い

を受ける。

①利用者はサービス利用費10割をいったん支払う。

※事業者は、国保連合会を経由して市町村課サービス

利用費の９割の支払いを受ける。

利用者

利用者
1割サービス利用費支払

9割サービス利用費

市町村 国保連合会


